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●勤め先で，「来月からもう会社に来なくていい」と言われました。 

●生活保護の相談に行っても，「もっと働きなさい」と言われ、手続きを進めてくれません。

●借金が多く、年末・年始の住宅ローンやカードの支払いができません。          

●残業代をちゃんと払ってもらいたいのですが、クビが怖くて言い出せません。 

●私は、商売をしています。年を越すために売掛金をきちんと回収したいのですが。 
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な ど 幅 広 く 電 話 相 談 と 面 談 相 談 に 応 じ ま す 。 

 

☆電話相談 ２０１０年１２月１日(水) 午前１０時～午後９時       

フリーダイヤル   フリーダイヤル    ０１２０－１５８－７９４ 

☆面談相談 ２０１０年１２月１日(水)～１２月３日(金)    

   場所：札幌弁護士会館２階法律相談センター(札幌市中央区北１条西１０丁目) 

時間：午後１時３０分～午後４時３０分（１回あたり約３０分が目安です）       

予約制 ０１１-２５１-６１１５ (予約受付２０１０年１１月２４日から)   
 

 
本相談会は、日弁連、札幌弁護士会及び日本司法支援センター（法テラス）が共催で実施します。本相談会の実施にあたって、

一部に法テラスが経済的に余裕のない方を対象として実施している無料法律相談制度を利用するため、申込みをいただいた方全

員について受付時に資力を確認させていただきます。なお、本相談会において、資力が基準を超えた場合には、弁護士会が提供

する無料法律相談を実施します。 
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